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国税関係法令 に係 る行政 手続等に お ける情報通信 の 技術 の 利用 に 関す る省

と お り届け出ま す｡

記

□ 暗証番号等 の 再発行 □ 納税用確認ニ

ロ 特定納税専用手 続 → 申告 ･ 納税等手 続 □ 申告 ･ 納税1

□ 申告 ･ 納税等手 続 □ 特定納税専,

( 注) 利用す る 内容 に応 じて い ずれ か に / を付 して ください
,
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□ 犬正

(電話番号

)



電子申告 ･ 納税等開殆 (変更等) 届 出書の 記載要領等

1 こ の 届出書は ､ 国悦電子申告 ･ 納悦 シ ス テ ム ( 以下 ｢ e- T a x ｣ と い い ます｡) に よ り申告､ 申請 ･ 届出及び 納悦手続 を

行 お うとす る場合に 提出す るもの で す｡

( 注) 暗証番号の 変更期限が 経遜 した こ と 等に よ り､ 再発行 を受ける場合に も届出が 必 要 に なり ます｡

2 こ の 届出書は ､ 個人の 方は 所得悦 (源泉徴収に孫 る所得悦 を 除く｡) の 納悦地 ､ 法人 は法人悦 の 納悦 地 (法人の 支店

等 は各悦法 に規定す る納悦地) を所轄す る悦務署長に 提出 して くださ い ｡

( 注) 1 悦務署 で は こ の 届出書に 基 づ い て
､

e- T a x を利用す るた め に 必 要な次 の 番号等 を通 知 しま す｡

(1) ｢ 申告 ･ 納悦等手続｣ を行う場合

利用者識別番号､ 暗証番号及び 登録期限な ど

(2) ｢ 特定納悦専用手続｣ を行う場合

利用者識別番号､ 納悦用硫認番号及び 納悦用カ ナ 氏名 (名称)

2 e- T a x の ご利用に 当た っ て は
､

｢ 国悦電子申告 ･ 納悦 シ ス テ ム の 利用 に 関す る定め｣ 及 び ｢ 国悦電子申告 ･

納悦 シ ス テ ム の 利用規約｣ ( e- T a x ホ
ー ム ペ ー ジ ｢h t t p ツ/ w w w . e- t a x . n t a . g o . ] p ｣ に掲載され て い ま す｡) を必

ず お読 みください ｡

3 新 た に 開業ス は 法人 を設立 した 場合等に お い て は ､ 個人事業の 開廃業等届出書､ 法人設立 届出書 ､ 消費悦の

新設法人に 該当す る旨の 届出書､ 給与支払事務所等 の 開設届出書､ 収益事業開殆届出書 ､ 外国普通 法人と な っ

た 旨の 届出書及び 営業等開殆申告書等 を別途提出 して い た だく 必 要が あ りま す｡

ま た
､

こ の 届出書 の 提出に伴 っ て
､ 肯芭申告 の 承認申請書 ､ 源泉所得悦 の 納期 の 特例 の 承認 に 関す る申請書

等 の 提出期限が 延長され る こ と は あ りま せ ん の で ､ ご注意くださ い
｡

4 e- T a x を利用す る た め に は
､ 利用者識別番号及 び 暗証番号等 の 交付 を受け る必 要が あ り

､ 利用者識別番号等

の 交付 を受けた 後に利用可能と な りま す｡

3 各欄 は ､ 次に よ り記載 して くださ い
｡

(1) 個人の 方の 場合､
｢ 納悦 地｣ 欄 の 該当す る □ に / を付 して ください ｡

② 法人の 場合､
｢ 納悦 地｣ 欄 に は ､ 本店ス は 主た る事務所 の 所在 地 を記載 して ください ｡

なお ､ 納悦 地 が 本店ス は 主た る事務所 の 所在 地 と異なる とき は ､
こ の 届出の 対象 と なる所在 地 を記載 し て ください ｡

( 注) 納悦 地 が マ ン シ ョ ン ( ア パ ー ト) 等 の 場合に は ､
マ ン シ ョ ン名 ､ 部屋番号等 を併せ て 記載 し て くださ い

｡

(記載例) ○ ○ 町 x T 目□ 番 △ 号 ○ ○ マ ン シ ョ ン x x 号室

(3) 法人の 支店等の 場合､
｢ 本店ス は 主た る事務所 の 名称｣ 欄 に 本店等 の 名称 を記載 して ください

｡

なお
､

｢ 法人等 の 名称｣ 欄 と 同
一

の 場合に は記載 は 不 要 です｡

(4) 法人の 支店等の 場合､
｢ 本店ス は主た る事務所 の 所在地｣ 欄 に 本店ス は 主た る事務所 の所在 地 を記載 して ください

｡

なお
､

｢ 納悦 地｣ 欄 と 同
一

の 場合に は記載 は 不 要 です｡

(5) ｢ 届出の 内容｣ 欄 は 該当す る□ に / を付 して くださ い
｡

㈲ ｢ 参考事項｣ 欄 は
､ 次の 事項に つ い て 記載 して くださ い ｡

イ 暗証番号等の 再発行ス は 納悦用硫認番号等 の 再発行 を受ける場合に は そ の 理 由

ロ 悦務代 理 に よ る利用 を行う弁護 士 (弁護 士 法人 を含む ｡) 等 で ある場合に は
､

｢ 悦務代理 に よ る利用｣

ノゝ 設 立 登記 が 完了 して い る新設法人が ､
｢ オ ン ライ ン 登記情報提供制度｣ (h t t p ゾ/ w w w . t o u k i . o r . ] p) を利用 して 法

人設 立届出書の 提出前に
､

こ の 届出書 を提出す る場合 は
､
当該 ｢ 参考事項｣ 欄 にそ の 旨を明示 し

､ 照会番号 (発行

日の 翌 目か ら 3 ケ月以内の もの に 限 る｡) ､ 発行牛月 目及び 事業牛度 が わ か る よう に記載 し て くださ い
｡

(記載例) オ ン ライ ン 登記情報提供制度利用 照会番号 ｢12 3 4 5 6 7 8 9 0 ｣ 発行牛月 日 ｢ 平成 16 牛 3 月 22 日｣

事業牛度 ｢( 自) 4 月 1 目 ( 至) 3 月 3 1 目｣

悦務署 で は
､

当該照会番号に 基 づ き登記内容 を硫認 の 上
､

e- T a x を利用す るた め に必 要な番号等 を通 知 し ます｡

そ の 後 ､
e- T a x を利用 して 法人設立 届出書 をオ ン ライ ン で 提出願 い ます ( そ の 他 の 添付書類 に つ い て は ､ 別途提出

して い た だく 必 要が あ りま す｡) ｡

ニ そ の 他遮絡先等の 参考と な る事項

4 そ の 他

(1) e- T a x を ご利用 に なり
､ 申告 を され た 方に は

､ 翌牛分 の 申告書等の 用紙は 送付され ま せ ん ｡

② ｢ 悦務署整 理欄｣ に は ､ 記載 しな い でくださ い
｡


